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保
険
医
療

年

金

税

重
度
心
身
障
害
者
と

母
子
家
庭
の
医
療
費
助
成

制
度
に
つ
い
て

〜
重
度
心
身
障
害
者
・
母
子
家
庭

医
療
受
給
者
の
方
へ
〜

現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証
の
有

効
期
限
は
、
６
月
３０
日（
金
）ま
で

で
す
。
７
月
１
日（
土
）か
ら
の
新

し
い
受
給
者
証
と
交
換
す
る
た
め
、

更
新
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
該

当
者
に
は
封
書
で
通
知
し
ま
す
の

で
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
母
子
家
庭
医
療
費
助
成

制
度
の
対
象
者
で
、
２０
歳
未
満
の

児
童
に
社
会
保
険
が
で
き
て
い
る

場
合
や
、
町
外
に
転
出
し
て
い
る

場
合
（
学
生
は
除
く
）
は
、
受
給

資
格
が
あ
り
ま
せ
ん
。
早
急
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
制
度
の
案
内
〉

●
重
度
心
身
障
害
者

医
療
費
助
成
制
度
●

目

的
重
度
心
身
障
害
者
に
対
し
て
医

療
費
の
一
部
を
助
成
す
る
こ
と
に

よ
り
、
重
度
心
身
障
害
者
の
保
健

の
向
上
と
福
祉
の
増
進
を
図
り
ま

す
。

対
象
者

�

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
又
は

２
級
を
お
持
ち
の
方

�

療
育
手
帳
（
程
度
に
よ
る
）

を
お
持
ち
の
方

●
母
子
家
庭
医
療
費
助
成
制
度
●

目

的
母
子
家
庭
に
対
し
て
医
療
費
の

一
部
を
助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、

母
子
家
庭
の
保
健
の
向
上
と
福
祉

の
増
進
を
図
り
ま
す
。

対
象
者

�

母
子
家
庭
の
母
と
児
童

�

準
母
子
家
庭
の
祖
母
と
孫
又

は
姉
と
弟
妹

�

父
母
の
な
い
児
童

た
だ
し
、
児
童
と
は
、
２０
歳

に
満
た
な
い
者
と
し
ま
す
が
、

就
学
し
て
い
る
方
は
対
象
と
な

り
ま
す
。（
必
ず
在
学
証
明
書
の

原
本
が
必
要
）

対
象
除
外

�

家
庭
主
（
父
母
の
な
い
児
童

を
扶
養
す
る
者
を
含
む
）
の
前

年
（
１
〜
６
月
申
請
分
に
つ
い

て
は
、
前
々
年
）
所
得
が
一
定

を
超
え
、
所
得
税
が
課
税
さ
れ

て
い
る
家
庭

�

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
家
庭

※

右
の
条
件
に
該
当
し
、
助
成

を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

役
場
町
民
課
保
険
医
療
係

�
９
８
５
―
４
１
０
７

平
成
１８
年
度
の
年
金
額
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

平
成
１７
年
の
全
国
消
費
者
物
価

指
数
の
対
前
年
比
変
動
率
が
、
マ

イ
ナ
ス
０
・
３
％
と
な
り
ま
し
た
。

年
金
額
は
、
現
役
世
代
の
負
担

と
の
バ
ラ
ン
ス
の
観
点
か
ら
、
前

年
の
消
費
者
物
価
が
下
落
し
た
場

合
に
は
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
変
更

す
る
よ
う
法
律
で
定
め
ら
れ
て
お

り
、
平
成
１８
年
度
の
年
金
額
に
つ

い
て
は
、
平
成
１７
年
平
均
の
全
国

消
費
者
物
価
指
数
に
合
わ
せ
て
０
・

３
％
引
き
下
げ
に
な
り
ま
し
た
。

新
し
い
年
金
額
は
、
平
成
１８
年

４
月
分
か
ら
適
用
さ
れ
、
年
金
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方
に
は
６
月
に

支
払
わ
れ
る
分
（
４
月
及
び
５
月

の
２
か
月
分
）
か
ら
減
額
に
な
り

ま
す
。

問
い
合
わ
せ

松
山
西
社
会
保
険
事
務
所

�
９
２
５
―
５
１
０
５

役
場
町
民
課
年
金
係

�
９
８
５
―
４
１
０
６

所
得
・
課
税
証
明
書
の

発
行
に
つ
い
て

平
成
１８
年
度
（
平
成
１７
年
中
の

所
得
）
の
所
得
証
明
書
及
び
課
税

証
明
書
の
発
行
に
つ
い
て
は
、
平

成
１８
年
６
月
１
日
（
木
）
以
降
に

な
り
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

役
場
税
務
課
管
理
収
納
係

�
９
８
５
―
４
１
０
９

��������
	
�����
現在も、役場の旧電話番号

に電話をかけられている方が
います。電話番号は下記のと
おりですので、間違えないよ
うに気を付けてください。

� ９８５－２１１１（代）
ＦＡＸ ９８５－４１４８

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

◆
保
険
医
療

◆
年
金

◆
税

◆
福
祉

◆
介
護
保
険

◆
募
集

・
第
７
回
め
だ
か
の
学
校
ま
さ
き

・
軟
式
野
球
大
会

・
卓
球
大
会

６月の納税
町 県 民 税 第１期・全期

口座振替日は
銀行・信金・郵便局 ６月２６日（月）
農 協 ６月２７日（火）

※納税は便利な口座振替で

～ 税金は ゆたかな町を つくるもと ～

平成１８年度
年 額

７９２，１００円（－２，４００円）

９９０，１００円（－３，０００円）

７９２，１００円（－２，４００円）

１，０２０，０００円（－３，１００円）

平成１７年度
年 額

７９４，５００円

９９３，１００円

７９４，５００円

１，０２３，１００円

年 金 の 種 類

老齢基礎年金
（満額の場合）

１級

２級

遺族基礎年金
（子１人の場合）

障害基礎年金
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